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公共工事の品質確保の促進に関する法律 
（平成１７年３月３１日法律第１８号） 

 
（目的） 
第一条 この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、

豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全（良好な環境の創出

を含む。）、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとと

もに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益であることにかんがみ、公共

工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするととも

に、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公

共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健

全な発展に寄与することを目的とする。 
（定義） 
第二条 この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２条第２項に規定す

る公共工事をいう。 
（基本理念） 
第三条 公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経

済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を

有することにかんがみ、国及び地方公共団体並びに公共工事の発注者及び受

注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確

保されなければならない。 
２ 公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確

認できること、その品質が受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、

個別の工事により条件が異なること等の特性を有することにかんがみ、経済

性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に

優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。 
３ 公共工事の品質は、これを確保する上で工事の効率性、安全性、環境への

影響等が重要な意義を有することにかんがみ、より適切な技術又は工夫によ

り、確保されなければならない。 
４ 公共工事の品質確保に当たっては、入札及び契約の過程並びに契約の内容

の透明性並びに競争の公正性が確保されること、談合、入札談合等関与行為

その他の不正行為の排除が徹底されること並びに適正な施工が確保されるこ

とにより、受注者としての適格性を有しない建設業者が排除されること等の

入札及び契約の適正化が図られるように配慮されなければならない。 
 

（資料６） 
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５ 公共工事の品質確保に当たっては、民間事業者の能力が適切に評価され、

並びに入札及び契約に適切に反映されること、民間事業者の積極的な技術提

案（競争に付された公共工事に関する技術又は工夫についての提案をいう。

以下同じ。）及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用

されるように配慮されなければならない。 
６ 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が

各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従っ

て誠実にこれを履行するように配慮されなければならない。 
７ 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査及び設計の品質

が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割を果たすものであることにかん

がみ、前各項の趣旨を踏まえ、公共工事に関する調査及び設計の品質が確保

されるようにしなければならない。 
（国の責務） 
第四条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、公共

工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を

有する。 
（地方公共団体の責務） 
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その

地域の実情を踏まえ、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、及

び実施する責務を有する。 
（発注者の責務） 
第六条 公共工事の発注者（以下「発注者」という。）は、基本理念にのっとり、

その発注に係る公共工事の品質が確保されるよう、仕様書及び設計書の作成、

予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の

監督及び検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価その他の事

務（以下「発注関係事務」という。）を適切に実施しなければならない。 
２ 発注者は、公共工事の施工状況の評価に関する資料その他の資料が将来に

おける自らの発注及び他の発注者による発注に有効に活用されるよう、これ

らの資料の保存に関し、必要な措置を講じなければならない。 
３ 発注者は、発注関係事務を適切に実施するために必要な職員の配置その他

の体制の整備に努めなければならない。 
（受注者の責務） 
第七条 公共工事の受注者は、基本理念にのっとり、契約された公共工事を適

正に実施するとともに、そのために必要な技術的能力の向上に努めなければ

ならない。 
 



 - 43 - 

（基本方針） 
第八条 政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進する

ための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 
２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項 
二 公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針 

３ 基本方針の策定に当たっては、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。以下同

じ。）及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。 
４ 政府は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 
５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 
（基本方針に基づく責務） 
第九条 各省各庁の長（財政法（昭和２２年法律第３４号）第２０条第２項に

規定する各省各庁の長をいう。）、特殊法人等の代表者（当該特殊法人等が独

立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１

項に規定する独立行政法人をいう。）である場合にあっては、その長）及び地

方公共団体の長は、基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質確保の

促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
（関係行政機関の協力体制） 
第十条 政府は、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行

政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 
（競争参加者の技術的能力の審査） 
第十一条 発注者は、その発注に係る公共工事の契約につき競争に付するとき

は、競争に参加しようとする者について、工事の経験、施工状況の評価、当

該公共工事に配置が予定される技術者の経験その他競争に参加しようとする

者の技術的能力に関する事項を審査しなければならない。 
（競争参加者の技術提案） 
第十二条 発注者は、競争に参加する者（競争に参加しようとする者を含む。

以下同じ。）に対し、技術提案を求めるよう努めなければならない。ただし、

発注者が、当該公共工事の内容に照らし、その必要がないと認めるときは、

この限りではない。 
２ 発注者は、技術提案がされたときは、これを適切に審査し、及び評価しな

ければならない。この場合において、発注者は、中立かつ公正な審査及び評

価が行われるようこれらに関する当事者からの苦情を適切に処理することそ

の他の必要な措置を講ずるものとする。 
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３ 発注者は、競争に付された公共工事を技術提案の内容に従って確実に実施

することができないと認めるときは、当該技術提案を採用しないことができ

る。 
４ 発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場

合には、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに、その評

価の後にその結果を公表しなければならない。ただし、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律第４条から第８条までに定める公共工事の

入札及び契約に関する情報の公表がなされない公共工事についての技術提案

の評価の結果については、この限りではない。 
（技術提案の改善） 
第十三条 発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術

提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。

この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概

要を公表しなければならない。 
２ 前条第４項ただし書の規定は、技術提案の改善に係る過程の概要の公表に

ついて準用する。 
（高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格） 
第十四条 発注者は、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたとき

は、当該技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができる。

この場合において、発注者は、当該技術提案の審査に当たり、中立の立場で

公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。 
（発注関係事務を適切に実施することができる者の活用） 
第十五条 発注者は、その発注に係る公共工事が専門的な知識又は技術を必要

とすることその他の理由により自ら発注関係事務を適切に実施することが困

難であると認めるときは、国、地方公共団体その他法令又は契約により発注

関係事務の全部又は一部を行うことができる者の能力を活用するよう努めな

ければならない。この場合において、発注者は、発注関係事務を適正に行う

ことができる知識及び経験を有する職員が置かれていること、法令の遵守及

び秘密の保持を確保できる体制が整備されていることその他発注関係事務を

公正に行うことができる条件を備えた者を選定するものとする。 
２ 発注者は、前項の場合において、契約により発注関係事務の全部又は一部

を行うことができる者を選定したときは、その者が行う発注関係事務の公正

性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 
３ 国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又は技術を必要

とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成、発注関係事務
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を公正に行うことができる条件を備えた者の選定に関する協力その他の必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 
 
 附則 
 
（施行期日） 
１ この法律は、平成１７年４月１日から施行する。 
（検討） 
２ 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律の施行

の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 
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 公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するため
の基本的な方針について  
              （平成１７年８月２６日閣議決定）   
   
 政府は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号。

以下「法」という。）第８条第１項に基づき、公共工事の品質確保の促進に関す

る施策を総合的に推進するための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を、

次のように定め、これに従い、法第９条に規定する各省各庁の長、特殊法人等

の代表者及び地方公共団体の長は、公共工事の品質確保の促進を図るため必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。  
   
第１ 公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項  
   
 公共工事は、国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものと

して社会経済上重要な意義を有しており、その品質は、現在及び将来の国民の

ために確保されなければならない。  
 建設工事は、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品

質が受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により品質に

関する条件が異なること等の特性を有している。公共工事に関しては、厳しい

財政事情の下、公共投資が減少している中で、その受注をめぐる価格競争が激

化し、著しい低価格による入札が急増するとともに、工事中の事故や手抜き工

事の発生、下請業者や労働者へのしわ寄せ等による公共工事の品質低下に関す

る懸念が顕著となっている。競争参加者の技術的能力の審査や工事の監督・検

査等を適切に実施することができない脆弱な体制の発注者が存在することも、

公共工事の品質低下に関する懸念の一つとなっている。こうしたことから、公

共工事の品質確保を促進するための対策を講じる必要がある。  
 また、我が国の建設業界の潜在的な技術力は高い水準にあることから、公共

工事の品質確保を促進するためには、民間企業が有する高い技術力を有効に活

用することが必要である。  
 このような観点に立つと、公共工事の品質確保を図るためには、発注者が主

体的に責任を果たすことにより、技術的能力を有する競争参加者による競争が

実現され、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して価格及び品

質が総合的に優れた内容の契約がなされることが重要である。こうした契約が

なされるためには、発注者が、事業の目的や工事の内容に応じ、競争参加者の

技術的能力の審査を適切に行うとともに、品質の向上に係る技術提案を求める

よう努め、落札者の決定においては、価格に加えて技術提案の優劣等を総合的

（資料７） 
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に評価することにより、最も評価の高い者を落札者とすることが原則である。  
 これにより、公共工事の施工に必要な技術的能力を有する者が公共工事を施

工することとなり、公共工事の目的物の品質が確保されることとなると同時に、

必要な技術的能力を持たない建設業者が受注者となることにより生じる施工不

良や工事の安全性の低下、一括下請負等の不正行為が未然に防止されることと

なる。また、ペーパーカンパニー等の不良・不適格業者が排除され、技術と経

営に優れた企業が伸びることのできる環境が整備されることとなる。  
 加えて、民間企業の高度な技術提案が活用されることで、工事目的物の環境

の改善への寄与、長寿命化、工期短縮等の施工の効率化等が図られることとな

り、一定のコストに対して得られる品質が向上し、公共事業の効率的な執行に

もつながる。  
 さらに、価格以外の多様な要素が考慮された競争が行われることで、談合が

行われにくい環境が整備されることも期待される。  
 公共工事に関する調査・設計についても、その品質確保は、公共工事の品質

を確保するために必要であり、かつ、建設段階及び維持管理段階を通じた総合

的なコストの縮減と品質向上に寄与するものである。このため、公共工事に関

する調査・設計の契約においても、価格のみによって契約相手を決定するので

はなく、技術提案を求め、その優劣を評価し、最も適切な者と契約を結ぶこと

等を通じ、その品質を確保することが求められる。  
 公共工事の品質確保の取組を進めるに当たっては、入札及び契約の過程並び

に契約の内容の透明性並びに競争の公正性を確保し、発注者の説明責任を適切

に果たすとともに、談合、入札談合等関与行為その他の不正行為の排除が徹底

されること、不良・不適格業者の排除が徹底されること等の入札及び契約の適

正化が図られるように配慮されなければならない。   
 また、公共工事の品質確保に当たっては、工事を施工する専門工事業者や技

能労働者の能力が重要な要素であることから、これらの者の活用が促進される

とともに、下請に係る請負契約が対等な立場で公正に締結され、履行されるな

ど元請と下請の関係の適正化が図られるように配慮されなければならない。  
   
第２ 公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針  
   
１ 発注関係事務の適切な実施  
 公共工事の発注者は、法第３条の基本理念にのっとり、競争に参加する資格

を有する者の名簿（以下「有資格業者名簿」という。）の作成、仕様書、設計書

等の契約図書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相

手方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及
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び評価その他の発注関係事務を適切に実施しなければならない。  
 特に、競争参加者の選定又は競争参加資格の確認に当たっては、当該工事を

施工する上で必要な施工能力や実績等について技術的能力の審査を行うととも

に、工事の内容に照らして必要がないと認められる場合を除き、競争参加者か

ら技術提案を求めるように努めるものとし、技術提案を求めた場合の契約の相

手方の決定に当たっては、価格と技術提案の内容等を総合的に評価しなければ

ならない。  
   
２ 技術的能力の審査の実施に関する事項  
 技術的能力の審査は、有資格業者名簿の作成に際しての資格審査及び個別の

工事に際しての競争参加者の技術審査として実施される。資格審査においては、

公共工事の受注を希望する建設業者の施工能力の確認を行うものとし、技術審

査においては、当該工事に関するその実施時点における建設業者の施工能力の

確認を行うものとする。  
（１）有資格業者名簿の作成に際しての資格審査  
  有資格業者名簿の作成に際しての資格審査では、競争参加希望者の経営状

況や施工能力に関し各発注者に共通する事項だけでなく、各発注者ごとに審

査する事項を設けることができることとし、経営事項審査の結果や必要に応

じ工事実績、工事の施工状況の評価（以下「工事成績評定」という。）の結果

（以下「工事成績評定結果」という。）、建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第１１条第２項に基づき建設業者が国土交通大臣又は都道府県知事に提

出する工事経歴書等を活用するものとする。なお、防災活動への取組等によ

り蓄積された経験等の適切な項目を審査項目とすることも考えられるが、項

目の選定に当たっては、競争性の低下につながることがないよう留意するも

のとする。  
   
（２）個別工事に際しての技術審査  
  個別の工事に際しての技術審査では、建設業者及び当該工事に配置が予定

される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の同種・類似工事の経験、

簡易な施工計画等の審査を行うとともに、必要に応じ、配置予定技術者に対

するヒアリングを行うことにより、不良・不適格業者の排除及び適切な競争

参加者の選定等を行うものとする。  
  同種・類似工事の経験等の要件を付する場合には、発注しようとする工事

の目的、種別、規模・構造、工法等の技術特性、地質等の自然条件、周辺地

域環境等の社会条件等を踏まえ、具体的に示すものとする。  
  また、建設業者や配置予定技術者の経験の確認に当たっては、実績として
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提出された工事成績評定結果を確認することが重要であり、工事成績評定結

果の平均点が一定の評点に満たない建設業者には競争参加を認めないこと、

一定の評点に満たない実績は経験と認めないこと等により、施工能力のない

建設業者を排除するとともに、建設業者による工事の品質向上の努力を引き

出すものとする。   
   
３ 技術提案の審査・評価の実施に関する事項  
（１）技術提案の求め方  
  発注者は、競争に参加しようとする者に対し、発注する工事の内容に照ら

し、必要がないと認める場合を除き、技術提案を求めるよう努めるものとす

る。この場合、求める技術提案は必ずしも高度な技術を要するものではなく、

技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事においては、技術審査において審

査した施工計画の工程管理や施工上配慮すべき事項、品質管理方法等につい

ての工夫を技術提案として扱うものとする。  
  また、発注者の求める工事内容を実現するための施工上の提案や構造物の

品質の向上を図るための高度な技術提案を求める場合には、例えば、設計・

施工一括発注方式（デザインビルド方式）等により、工事目的物自体につい

ての提案を認めるなど提案範囲の拡大に努めるものとする。この場合、事業

の目的、工事の特性及び工事目的物の使用形態を踏まえ、安全対策、交通・

環境への影響及び工期の縮減といった施工上の提案並びに強度、耐久性、維

持管理の容易さ、環境の改善への寄与、景観との調和及びライフサイクルコ

ストといった工事目的物の性能等適切な評価項目を設定するよう努めるもの

とする。  
   
（２）技術提案の適切な審査・評価  
  一般的な工事において求める技術提案は、施工計画に関しては、施工手順、

工期の設定等の妥当性、地形・地質等の地域特性への配慮を踏まえた提案の

適切性等について、品質管理に関しては、工事目的物が完成した後には確認

できなくなる部分に係る品質確認頻度や方法等について評価を行うものとす

る。これらの評価に加えて、競争参加者の同種・類似工事の経験及び工事成

績、配置予定技術者の同種・類似工事の経験、防災活動への取組等により蓄

積された経験等についても、技術提案とともに評価を行うことも考えられる。  
  また、これらの評価に加え、発注者の求める工事内容を実現するための施

工上の提案や構造物の品質の向上を図るための高度な技術提案を求める場合

には、提案の実現性、安全性等について審査・評価を行うものとする。  
  技術提案の評価は、事前に提示した評価項目について、事業の目的、工事
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特性等に基づき、事前に提示した定量的又は定性的な評価基準及び得点配分

に従い、評価を行うものとする。  
  なお、工事目的物の性能等の評価点数について基礎点と評価に応じて与え

られる得点（以下「加算点」という。）のバランスが適切に設定されない場合

や、価格評価点に対する技術評価点の割合が適切に設定されない場合には、

品質が十分に評価されない結果となることに留意するものとする。  
  各発注者は、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の決定に際

しては、その評価の方法や内容を公表しなければならない。その際、発注者

は、民間の技術提案自体が提案者の知的財産であることにかんがみ、提案内

容に関する事項が他者に知られることのないようにすること、提案者の了承

を得ることなく提案の一部のみを採用することのないようにすること等取扱

いに留意するものとする。その上で、採用した技術提案や新技術について、

評価・検証を行い、公共工事の品質確保の促進に寄与するものと認められる

場合には、以後の公共工事の計画、設計、施工及び管理の各段階に反映させ、

継続的な公共工事の品質確保に努めるものとする。  
  発注者は、競争に付された公共工事を技術提案の内容に従って確実に実施

することができないと認めるときは、当該技術提案を採用せず、提案した者

を落札者としないことができる。  
  また、技術提案に基づき、価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して

落札者を決定する方式（以下「総合評価方式」という。）で落札者を決定した

場合には、落札者決定に反映された技術提案について、発注者と落札者の責

任の分担とその内容を契約上明らかにするとともに、その履行を確保するた

めの措置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決めておくもの

とする。  
   
（３）技術提案の改善  
  発注者は、技術提案の内容の一部を改善することで、より優れた技術提案

となる場合や一部の不備を解決できる場合には、技術提案の審査において、

提案者に当該技術提案の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えること

ができる。この場合、発注者は、透明性の確保のため、技術提案の改善に係

る過程について、その概要を速やかに公表するものとする。  
  なお、技術提案の改善を求める場合には、同様の技術提案をした者が複数

あるにもかかわらず、特定の者だけに改善を求めるなど特定の者のみが有利

となることのないようにすることが必要である。  
   
（４）高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格  
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  競争参加者からの積極的な技術提案を引き出すため、新技術及び特殊な施

工方法等の高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めた場合には、経

済性に配慮しつつ、各々の提案とそれに要する費用が適切であるかを審査し、

最も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。この場

合、当該技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学識

経験者の意見を聴取するものとする。  
   
４ 中立かつ公正な審査・評価の確保に関する事項  
 技術提案の審査・評価に当たっては、発注者の恣意を排除し、中立かつ公正

な審査・評価を行うことが必要である。このため、国においては、総合評価方

式の実施方針及び複数の工事に共通する評価方法を定めようとするときは、学

識経験者の意見を聴くとともに、必要に応じ個別工事の評価方法や落札者の決

定についても意見を聴くものとする。  
 また、地方公共団体においては、総合評価方式を行おうとするとき、総合評

価方式により落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めよう

とするときは、あらかじめ２人以上の学識経験者の意見を聴くこととされてい

るが、この場合、各発注者ごとに、又は各発注者が連携し、都道府県等の単位

で学識経験者の意見を聴く場を設ける、既存の審査の場に学識経験者を加える、

個別に学識経験者の意見を聴くなど運用面の工夫も可能である。なお、学識経

験者には、意見を聴く発注者とは別の公共工事の発注者の立場での実務経験を

有している者等も含まれる。  
 また、入札及び契約の過程に関する苦情については、各発注者がその苦情を

受け付け、適切に説明を行うとともに、さらに不服がある場合には、第三者機

関の活用等により、中立かつ公正に処理する仕組みを整備するものとする。  
 さらに、発注者の説明責任を適切に果たすとともに、手続の透明性を確保す

る観点から、技術提案の評価結果及び落札結果については、契約後速やかに公

表するものとする。 
  
５ 工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に関する事項  
 公共工事の品質が確保されるよう、発注者は、監督及び給付の完了の確認を

行うための検査並びに適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する

技術水準の向上に資するために必要な技術的な検査（以下「技術検査」という。）

を行うとともに、工事成績評定を適切に行うために必要な要領や技術基準を策

定するものとする。  
 特に、工事成績評定については、公正な評価を行うとともに、評定結果の発

注者間での相互利用を促進するため、国と地方公共団体との連携により、事業
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の目的や工事特性を考慮した評定項目の標準化に努めるものとする。  
 監督についても適切に実施するとともに、契約の内容に適合した履行がなさ

れない可能性があると認められる場合には、適切な施工がなされるよう、通常

より頻度を増やすことにより重点的な監督体制を整備するなどの対策を実施す

るものとする。  
 技術検査については、工事の施工状況の確認を充実させ、施工の節目におい

て適切に実施し、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示

事項を書面により受注者に通知するとともに、技術検査の結果を工事成績評定

に反映させるものとする。  
    
６ 発注関係事務の環境整備に関する事項  
 各省各庁の長は、各発注者の技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、工

事成績評定等の円滑な実施に資するよう、これらの標準的な方法や留意事項を

とりまとめた資料を作成するなど、公共工事の品質確保に係る施策の実施に向

け、発注関係事務の環境整備に努めるものとする。  
 なお、これらの資料を踏まえて、各発注者は各々の取組に関する基準や要領

の整備に努めるものとする。この際、これらを整備することが困難な地方公共

団体等に対しては、国及び都道府県が必要に応じて支援を行うよう努めるもの

とする。  
 また、新規参入者を含めた建設業者の技術的能力の審査を公正かつ効率的に

行うためには、各発注者が発注した工事の施工内容や工事成績評定、当該工事

を担当した技術者に関するデータを活用することが必要である。このため、各

発注者が発注した工事について、工事の施工内容や工事成績評定等に関する資

料をデータベースとして相互利用し、技術的能力の審査において、活用を進め

るよう努めるものとする。  
 さらに、各発注者は、民間の技術開発の促進を図るため、民間からの技術情

報の収集、技術の評価、さらには新技術の公共事業等への活用を行う取組を進

めるとともに、施工現場における技術や工夫を活用するため、必要に応じて関

連する技術基準や技術指針、発注仕様書等の見直し等を行うよう努めるものと

する。  
 
７ 調査・設計の品質確保に関する事項  
 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査・設計の品質確保

が重要な役割を果たしており、測量、地質調査及び建設コンサルタント業務の

成果は、建設段階及び維持管理段階を通じた総合的なコストや、公共工事の工

期、環境への影響、施設の性能・耐久性、利用者の満足度等の品質に大きく影
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響することとなる。  
 このような観点から、公共工事に関する調査・設計についても、工事と同様

に発注関係事務の環境整備に努めるとともに、調査・設計の契約に当たっては、

競争参加者の技術的能力を審査することにより、その品質を確保する必要があ

る。また、発注者は、調査・設計の内容に照らして技術的な工夫の余地が小さ

い場合を除き、競争参加者に対して技術提案を求め、価格と品質が総合的に優

れた内容の契約がなされるようにすることが必要である。この場合、公共工事

に関する調査・設計は、公共工事の目的や個々の調査・設計の特性に応じて評

価の特性も異なることから、求める品質の確保が可能となるよう、適切な入札

及び契約の方式を採用するよう努めるものとする。  
 また、調査・設計は、その成果が、業務を実施する者の能力に影響される特

性を有していることから、発注者は、技術的能力の審査や技術提案の審査・評

価に際して、技術者の経験やその成績評定結果を適切に審査・評価することが

必要である。また、その審査・評価について説明責任を有していることにも留

意するものとする。  
 なお、技術提案が提案者の知的財産であることにかんがみ、提案内容に関す

る事項が他者に知られることのないようにすること、提案者の了承を得ること

なく提案の一部のみを採用することのないようにすること等、発注者はその取

扱いに留意するものとする。  
 当該調査・設計の内容が、工夫の余地が小さい場合や単純な作業に近い場合

等必ずしも技術提案を求める必要がない場合においても、競争に参加する者の

選定に際し、その業務実績、業務成績、業務を担当する予定の技術者の能力等

を適切に審査するよう努めるものとする。  
 発注者は、調査・設計の適正な履行を確保するため、発注者として行う指示、

承諾、協議等や完了の確認を行うための検査を適切に行うとともに、業務の履

行過程及び業務の成果を的確に評価し、成績評定を行うものとする。成績評定

の結果は、業務を遂行するのにふさわしい者を選定するに当たって重要な役割

を果たすことから、国と地方公共団体との連携により、調査・設計の特性を考

慮した評定項目の標準化に努めるとともに、発注者は、業務内容や成績評定の

結果等のデータベース化を進めるよう努めるものとする。  
 なお、落札者の決定に反映された技術提案に基づく成果については、発注者

と落札者の責任の分担とその内容を契約上明らかにするとともに、その履行を

確保するための措置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決めて

おくものとする。  
   
８ 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用  
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（１）国・都道府県による支援  
  各発注者は、自らの発注体制を十分に把握し、積算、監督・検査、工事成

績評定、技術提案の審査等の発注関係事務を適切に実施することができるよ

う、体制の整備に努めるものとする。また、工事の内容が高度であるために

積算、監督・検査、技術提案の審査ができないなど発注関係事務を適切に実

施することが困難である場合においては、発注者の責任のもと、発注関係事

務を実施することができる者の能力を活用するよう努めるものとする。  
  このような発注者に対して、国及び都道府県は次のような措置を講ずるよ

う努めるものとする。  
イ 発注関係事務を適切に実施することができる職員を育成するため、講習

会の開催や国・都道府県が実施する研修への職員の受入れを行う。  
ロ 発注者より要請があった場合には、自らの業務の実施状況を勘案しつつ、

可能な限り、その要請に応じて支援を行う。  
ハ 発注者による発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の

選定に関して協力する。  
ニ 発注関係事務を適切に実施するために必要な情報の収集及び提供等を行

う。  
   
（２）国・都道府県以外の者の活用  
  国・都道府県以外の者を活用し、発注関係事務の全部又は一部を行わせる

場合は、その者が、公正な立場で、継続して円滑に発注関係事務を遂行する

ことができる組織であること、その職員が発注関係事務を適切に実施するこ

とができる知識・経験を有していること等が必要である。  
  発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者の選定に当たっては、

当面、公共工事を発注する地方公共団体等に対して設計、積算、工事管理等

の支援を行う公益法人等をその対象として活用しつつ、民間企業等について

も、技術的能力及び公正性を確保することで選定の対象となることができる

よう必要な環境整備に努めるものとする。  
   
９ 施策の進め方   
 基本方針に規定する公共工事の品質確保に関する総合的な施策を効率的かつ

確実に実施するためには、各発注者の体制等にかんがみ、これを段階的かつ計

画的に推進していくことが必要である。  
 このため、政府は、各発注者における法及び基本方針に示された公共工事の

品質確保の促進に関する基本的な施策の実施状況について調査を行うとともに、

その結果をとりまとめ、公表する。  



 - 55 - 

 また、各発注者は、公共工事の品質確保に向け、発注者間の協力体制を強化

するため、情報交換を行うなど連携を図るよう努めるものとする。 
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会計制度関係条文 

 

○ 会計法（昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号） 

第二十九条の三 契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」

という。）は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第

三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより

競争に付さなければならない。 

② 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他

同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。 

③ 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付

する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合に

おいては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。 

④ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付す

ることができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合におい

ては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。 

⑤ 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、

第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競

争に付し又は随意契約によることができる。  

第二十九条の六  契約担当官等は、競争に付する場合においては、政令の定め

るところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最

低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、

国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものについて、相手方となる

べき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合

した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適

当であると認められるときは、政令の定めるところにより、予定価格の制限

の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込

みをした者を当該契約の相手方とすることができる。 

②  国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契

約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項

の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、価格及びその他の条件が

国にとつて最も有利なもの（同項ただし書の場合にあつては、次に有利なも

の）をもつて申込みをした者を契約の相手方とすることができる。 

 

（資料８） 
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○ 予算決算及び会計令（昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号） 

（一般競争に参加させることができない者） 

第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二

十九条の三第一項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別

の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破

産者で復権を得ない者を参加させることができない。 

（一般競争に参加させないことができる者） 

第七十一条 契約担当官等は、次の各号の一に該当すると認められる者を、そ

の事実があつた後二年間一般競争に参加させないことができる。これを代理

人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品

質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益

を得るために連合した者 

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者 

六 前各号の一に該当する事実があつた後二年を経過しない者を、契約の履

行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者

を一般競争に参加させないことができる。 

（各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格） 

第七十二条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、

工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等

に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営

の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な

資格を定めることができる。 

２ 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の規定により資格を定め

た場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争

に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうか

を審査しなければならない。 

３ 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第一項の資格を有する者の名

簿を作成するものとする。 

４ 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第一項の規定により一般競争

に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに

第二項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。 

（契約担当官等が定める一般競争参加者の資格） 
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第七十三条 契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の

性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があ

ると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格

を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その

資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。  

（予定価格の作成） 

第七十九条 契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格（第九十一条

第一項の競争にあつては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、

同条第二項の競争にあつては財務大臣の定めるものとする。以下次条第一項

において同じ。）を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その

予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、

開札の際これを開札場所に置かなければならない。 

（予定価格の決定方法） 

第八十条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなけ

ればならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供

給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めるこ

とができる。 

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、

需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に

定めなければならない。  

（最低価格の入札者を落札者としないことができる契約） 

第八十四条 会計法第二十九条の六第一項ただし書に規定する国の支払の原因

となる契約のうち政令で定めるものは、予定価格が一千万円（各省各庁の長

が財務大臣と協議して一千万円を超える金額を定めたときは、当該金額）を

超える工事又は製造その他についての請負契約とする。 

（契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を

落札者としない場合の手続） 

第八十五条 各省各庁の長は、会計法第二十九条の六第一項ただし書の規定に

より、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき

者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した

履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成する

ものとする。 

第八十六条 契約担当官等は、第八十四条に規定する契約に係る競争を行なつ

た場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の

基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。 

２ 契約担当官等は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合
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した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己

の意見を記載し、又は記録した書面を契約審査委員に提出し、その意見を求

めなければならない。 

第八十七条 契約審査委員は、前条第二項の規定により、契約担当官等から意

見を求められたときは、必要な審査をし、書面によつて意見を表示しなけれ

ばならない。 

第八十八条 契約担当官等は、前条の規定により表示された契約審査委員の意

見のうちの多数が自己の意見と同一であつた場合においては、予定価格の制

限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格

の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつ

て申込みをした者（以下「次順位者」という。）を落札者とするものとする。 

２ 契約担当官等は、契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と異なる

場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があ

るときは、次順位者を落札者とすることができる。 

（公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を

落札者としない場合の手続） 

第八十九条 契約担当官等は、第八十四条に規定する契約に係る競争を行なつ

た場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めたと

きは、その理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を当該各省各庁

の長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければな

らない。 

２ 契約担当官等は、前項の承認があつたときは、次順位者を落札者とするも

のとする。 

（最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出） 

第九十条 契約担当官等は、次の各号に掲げる場合においては、遅滞なく、当

該競争に関する調書を作成し、当該各号に掲げる書面の写しを添え、これを

当該各省各庁の長を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければなら

ない。 

一 第八十八条の規定により次順位者を落札者としたとき。 第八十六条第

二項に規定する調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面並

びに第八十七条に規定する契約審査委員の意見を記載し、又は記録した書

面 

二 前条の規定により次順位者を落札者としたとき。 同条に規定する理由

及び自己の意見を記載し、又は記録した書面並びに当該各省各庁の長の承

認があつたことを証する書面 
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（交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定） 

第九十一条  契約担当官等は、会計法第二十九条の六第二項の規定により、国

の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約につ

いては、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとつて最も有利な申込みを

した者を落札者とすることができる。 

２  契約担当官等は、会計法第二十九条の六第二項の規定により、その性質又

は目的から同条第一項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のも

のについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価

格その他の条件が国にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札

者とすることができる。 

（指名競争に付することができる場合） 

第九十四条 会計法第二十九条の三第五項の規定により指名競争に付すること

ができる場合は、次に掲げる場合とする。 

一 予定価格が五百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 

二 予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。 

三 予定賃借料の年額又は総額が百六十万円を超えない物件を借り入れると

き。 

四 予定価格が百万円を超えない財産を売り払うとき。 

五 予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件を貸し付けるとき。 

六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定

価格が二百万円を超えないものをするとき。 

２ 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨

げない。 

（指名競争参加者の資格） 

第九十五条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、工事、製造、物件の

買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第七十二条

第一項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定め

なければならない。 

２ 第七十二条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長又はその委任を受け

た職員が前項の規定により資格を定めた場合に準用する。 

３ 前項の場合において、第一項の資格が第七十二条第一項の資格と同一であ

る等のため、前項において準用する同条第二項及び第三項の規定による資格

の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び

名簿の作成は、行なわず、同条第二項及び第三項の規定による資格の審査及

び名簿の作成をもつて代えるものとする。 

４ 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、年間の契約の件数が僅少であ

ることその他特別の事情がある契約担当官等に係る指名競争については、当



 - 61 -   

該競争に参加する者に必要な資格及びその審査に関し第一項及び第二項に定

めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する資格を有する者の名

簿を作成しないことができる。 

（指名基準） 

第九十六条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が前条

の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定め

なければならない。 

２ 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の基準を定めたときは、

財務大臣に通知しなければならない。 

（競争参加者の指名） 

第九十七条 契約担当官等は、指名競争に付するときは、第九十五条の資格を

有する者のうちから、前条第一項の基準により、競争に参加する者をなるべ

く十人以上指名しなければならない。 

２ 前項の場合においては、第七十五条第一号及び第三号から第五号までに掲

げる事項をその指名する者に通知しなければならない。 

（一般競争に関する規定の準用） 

第九十八条 第七十条、第七十一条及び第七十六条から第九十一条までの規定

は、指名競争の場合に準用する。  

（随意契約によることができる場合） 

第九十九条 会計法第二十九条の三第五項 の規定により随意契約によること

ができる場合は、次に掲げる場合とする。 

一 国の行為を秘密にする必要があるとき。 

二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 

三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。 

四 予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借り入れるとき。 

五 予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。 

六 予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。 

七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定

価格が百万円を超えないものをするとき。 

八 運送又は保管をさせるとき。 

九 国際協力銀行、日本政策投資銀行、公庫の予算及び決算に関する法律（昭

和二十六年法律第九十九号）第一条に規定する公庫その他特別の法律によ

り特別の設立行為をもつて設立された法人のうち財務大臣の指定するもの

との間で契約をするとき。 

十 農場、工場、学校、試験所、刑務所その他これらに準ずるものの生産に

係る物品を売り払うとき。 

十一 国の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要
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な物品を売り払うとき。 

十二 法律の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者に

その財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。 

十三 非常災害による罹災者に国の生産に係る建築材料を売り払うとき。 

十四 罹災者又はその救護を行なう者に災害の救助に必要な物件を売り払い

又は貸し付けるとき。 

十五 外国で契約をするとき。 

十六 都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人、農業協同組合、農業

協同組合連合会又は慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入

れ又は借り入れるとき。 

十七 開拓地域内における土木工事をその入植者の共同請負に付するとき。 

十八 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合

若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買

い入れるとき。 

十九 学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は貸し付ける

とき。 

二十 産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは

貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき。 

二十一 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公

共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。 

二十二 土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り

払い又は貸し付けるとき。 

二十三 事業経営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは製造さ

せ、造林をさせ又は土地若しくは建物を借り入れるとき。 

二十四 法律又は政令の規定により問屋業者に販売を委託し又は販売させる

とき。 

二十五 国が国以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新

案権の一部を当該試験研究を受託した者に売り払うとき。 

第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再

度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この

場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付すると

きに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。 

第九十九条の三 契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札

金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期

限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができな

い。 

（分割契約） 
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第九十九条の四 前二条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して

計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割

して契約をすることができる。 

（予定価格の決定） 

第九十九条の五 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじ

め第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。 

（見積書の徴取） 

第九十九条の六 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく

二人以上の者から見積書を徴さなければならない。 
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○ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号） 

（契約の締結） 

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争

入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 

２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当

するときに限り、これによることができる。 

３ 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札（以下本条において

「競争入札」という。）に付する場合においては、政令の定めるところにより、

契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて

申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団

体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価

格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて

申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。 

４ 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、

落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金（政令の

定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。）は、当該普通

地方公共団体に帰属するものとする。 

５ 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができな

い方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下本項において同じ。）を作成する場合においては、当該普通

地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書

に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体

の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものである

ことを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているか

どうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを

確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、

当該契約は、確定しないものとする。 

６ 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指

名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要

な事項は、政令でこれを定める。  

 

○ 地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号） 

（指名競争入札） 

第百六十七条 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札に

よることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 

一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一
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般競争入札に適しないものをするとき。 

二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付す

る必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。 

三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 

（随意契約） 

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約に

よることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、

予定賃貸借料の年額又は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ

同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額

を超えないものをするとき。 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、

修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で

その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

三 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第二十九条に規

定する身体障害者更生施設、同法第三十一条に規定する身体障害者授産施

設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二

十三号）第五十条の二第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第五項

に規定する精神障害者福祉工場、知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第

三十七号）第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設、同法第二十一

条の七 に規定する知的障害者授産施設若しくは小規模作業所（障害者基本

法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条に規定する障害者の地域におけ

る作業活動の場として同法第十五条第三項の規定により必要な費用の助成

を受けている施設をいう。）において製作された物品を普通地方公共団体の

規則で定める手続により買い入れる契約、高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第四十一条第一項に規定するシ

ルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材セン

ターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける

契約又は母子及び寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第

六項に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主と

して同項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及

び同条第三項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉

団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をすると

き。 

四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定

めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として

生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れ



 - 66 -   

る契約をするとき。 

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みの

あるとき。 

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない

とき。 

九 落札者が契約を締結しないとき。 

２ 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限

を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変

更することができない。 

３ 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこ

れを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき

に定めた条件を変更することができない。 

４ 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算すること

ができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締

結することができる。 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、

一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者

で復権を得ない者を参加させることができない。 

２ 普通地方公共団体は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実

があつた後二年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、ま

た同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた

者 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施

に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者 

六 前各号の一に該当する事実があつた後二年を経過しない者を契約の履行

に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

第百六十七条の五 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要
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があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、

契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資

本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。 

２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に

必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。 

第百六十七条の五の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を

締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適

正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格

を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその

者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関

する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせること

ができる。  

（一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることがで

きる場合） 

第百六十七条の十 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製

造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格

の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価

格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ

があると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序

を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、その

者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他

の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができ

る。 

２ 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他につい

ての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合し

た履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限

価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした

者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価

格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札

者とすることができる。 

第百六十七条の十の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普

通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、

当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項 本文又

は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予

定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の

条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした

者を落札者とすることができる。 
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２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他について

の請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該

申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行が

されないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公

正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認め

るときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制

限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が

当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落

札者とすることができる。 

３ 普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争

入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）を行おうとするときは、あら

かじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が

当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準（以下

「落札者決定基準」という。）を定めなければならない。 

４ 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとするとき、総

合評価一般競争入札において落札者を決定しようとするとき、又は落札者決

定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじ

め、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

５ 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合にお

いて、当該契約について第百六十七条の六第一項の規定により公告をすると

きは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第二項の規

定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争

入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準に

ついても、公告をしなければならない。 

（指名競争入札の参加者の資格） 

第百六十七条の十一 第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の資

格についてこれを準用する。 

２ 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加

する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該

普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び

金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定

めなければならない。 

３ 第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 

（指名競争入札の参加者の指名等） 

第百六十七条の十二 普通地方公共団体の長は、指名競争入札により契約を締

結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者の

うちから、当該入札に参加させようとする者を指名しなければならない。 
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２ 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、入札の場所及び日時そ

の他入札について必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。 

３ 第百六十七条の六第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 

４ 普通地方公共団体の長は、次条において準用する第百六十七条の十の二第

一項及び第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札（以下「総合評

価指名競争入札」という。）を行おうとする場合において、当該契約について

第二項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなければ

ならない事項及び前項において準用する第百六十七条の六第二項の規定によ

り明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価指名競争入札の

方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準について

も、通知をしなければならない。 

（指名競争入札の入札保証金等） 

第百六十七条の十三 第百六十七条の七から第百六十七条の十まで及び第百六

十七条の十の二（第五項を除く。）の規定は、指名競争入札の場合にこれを準

用する。 

 

○ 地方自治法施行規則（昭和二十二年内務省令第二十九号） 

第十二条の四 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の十

の二第四項（同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）の規定により学識経験を有する者の意見を聴くときは、次の各

号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者の

意見を聴かなければならない。 

一 総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札（以下「総合評価競争

入札」という。）を行おうとするとき 総合評価競争入札によることの適否 

二 総合評価競争入札において落札者を決定しようとするとき 予定価格の

制限の範囲内の価格をもつて行われた申込みのうち、価格その他の条件が

当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものの決定 

三 落札者決定基準を定めようとするとき 当該落札者決定基準を定めるに

当たり留意すべき事項 

２ 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項

の規定により学識経験を有する者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験

を有する者の意見を聴かなければならない。 
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